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排水設備設置義務免除に関する給排水設備工 
事の施工指導要領 

 

 
（目的） 

第１    この要領は、長野市公共下水道排水設備設置義務免除に関する要綱（以下 

「要綱」という。）に定める、排水設備設置義務の免除（以下「排水免除」とい 

う。）の許可を受けた事業所等（以下「排水免除事業者」という。）で、要綱第 

２第５号に規定する下水の量を計量するための給水装置工事（以下「排水免除 

給水装置」という。）及び、排水設備工事（以下「排水免除排水設備」という。） 

の適正化を図り、申請、設計、施工について指導するためこの要領を定める。 

なお、この要領に定めのないものは、長野市上下水道局給水装置工事施工基準 

及び長野市上下水道局排水設備工事施工基準による。 

（排水免除給水申請書及び排水免除排水申請書） 

第２    排水免除給水装置工事認可申請書（以下「排水免除給水申請書」という。 

様式については長野市水道事業給水条例施行規程の様式第１号とする。）及び、 

排水免除排水設備工事承認申請書（以下「排水免除排水申請書」という。様式 

については長野市公共下水道条例施行規程の様式第２号とする。）の作成につい 

ては、次のとおりとする。 

⑴     排水免除給水申請書又は排水免除排水申請書に設計図書のほか、要綱第４ 

に定める通知書（写）及び事業所等の配置図、設備詳細図並びに排水先の利 

害関係人の同意を証する書類（写）を添付しなければならない。 

⑵     排水免除給水申請書に添付する設計図書の平面図及び立体図に、排水免除 

給水装置配管図及び系統図を記入し、計量器表示記号部分へ「排水免除」と 

記載表示すること。 

⑶     排水免除排水申請書に添付する設計図書に、排水設備配管図及び縦断図の 

他、排水免除排水配管図を記入し、計量器表示記号部分へ「排水免除」と記 

載表示すること。 

（排水免除配管及びメーターの設置） 

第３    排水免除給水装置は、１つの事業所等が専用する専用栓（以下「排水免除 

専用栓」という。）として布設し、計量器は長野市上下水道事業管理者（以下「管 

理者」という。）が指定した量水器（以下「局設メーター」という。）を設置す 

ること。ただし、既存建築物で管理者が排水免除専用栓の布設が困難と認めた 

場合は、既存給水装置から分岐して排水免除給水装置として布設することがで 

きる。この場合は、次の条件による。 
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⑴     排水免除給水申請書に「排水免除用私設メーター設置申請書」（様式第１号） 

を添付し提出すること。 

⑵     排水免除事業者は、個人管理メーター（以下「私設メーター」という。）を 

設置すること。 

⑶     私設メーターは、局設メーターと同等以上のものとし、計量法に基づく検 

定済のものを設置すること。 

⑷     私設メーターは、民地内の点検しやすい場所に設置すること。 

⑸     私設メーターは、局設メーターの下流に設置すること。 

⑹     私設メーターの表函は、管理者が指定する表函と同等以上のものとする。 

ただし、長野市市章入りのものは使用してはならない。 

⑺     私設メーターの検針が困難と思われる場所は、隔測式私設メーターの設置 

をすること。 

⑻     流末装置等に計量器を設置する場合で、私設メーターでの計量が困難な場 

合は、私設電磁式排水量計等を設置すること。 

⑼     認定する私設メーター等（隔測式私設メーター、私設電磁式排水量計等を 

含む）は、１個とする。 

（排水等） 

第４    排水免除設備で使用した下水は、公共下水道以外の公共用水域の河川等に 

放流すること。 

（私設メーター等の管理） 

第５    排水免除事業者は、善良な注意をもって私設メーター等を保守管理しなけ 

ればならない。 

２     排水免除事業者は、私設メーターが計量法による検定期間満了の場合及び故 

障等により交換する場合は、次のとおりとする。 

⑴     検定期間満了時の交換は、有効期限１月以前に行うこと。 

⑵     故障等による場合は、故障等が確認され次第交換すること。 

⑶     交換時は管理者が指定する者の立会いのうえ行うこと。 

⑷     私設メーターの交換に係る経費は、排水免除事業者の負担とする。 

（私設電磁式排水量計等の管理） 

第６    私設電磁式排水量計等は計量法による計量器でないので、排水免除事業者 

は水量認定のため次による管理を行うこと。 

⑴     自主検査を３年毎に実施し、計量調整を行うこと。（計量証明書保存） 

⑵     故障等が確認された場合は速やかに交換又は修理すること。 

⑶     私設電磁式排水量計等の交換、修理及び調整に係る経費は、排水免除事業 

者の負担とする。 
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（汚水排水量の減免認定） 

第７    排水免除給水装置で使用された水道水は、局設メーター又は私設メーター 

等で計量し、汚水排水量減免の認定をする。 

（届出） 

第８    排水免除事業者は、私設メーター等を使用するとき又は廃止するときは私 

設メーター使用（廃止）届（様式第２号）を管理者に提出しなければならない。 
 

附   則 

この要領は、平成３年６月１日から施行する。 
 

附   則（平成 12 年４月１日）から 

附   則（平成 20 年４月１日）まで略 
 

附   則 

この要領は、平成 21 年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第３関係） 

排水設備設置義務免除用私設メーター設置申請書 
 

 
（宛先）長野市上下水道事業管理者   

申出者  住所 

年 月 日 

氏名 ㊞ 

連絡先（電話） 排水設備設置義務免除に

関する給排水設備工事の施工指導要領の規定により、 

私設メーターを設置したいので、次のとおり申請します。 
 

設  置  場  所  

使 用 者  

指 定 工 事 店  
 
局設メーター 

口径 ㎜・メーカー名 

契約者   住所 
氏名 ㊞ 

私設メーター 口径 ㎜・メーカー名 
種別 

排  水  方  法 地下浸透   道路側溝   溝渠   水路   河川   その他（ ） 

 
添  付  書  類 

１   給水装置工事・排水設備工事認可申請書 各１部 

２   公共用水域の管理者の同意書（写）※必要に応じ １部 
３   排水系統図 

 
確  認  事  項 

申請するにあたり、次のとおり確認します。 
１   私設メーターの検定期間満了時、又は故障時は責任をもっ 

て交換します。 

２   使用を廃止したときは､私設メーター廃止届を提出します。 
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様式第２号（第８関係） 

 
 

 
 
 

私設メーター（使用・廃止）届 
 

（宛先）長野市上下水道事業管理者     

次のとおり届け出ます。 

（表） 

 
 
 
 
 
年 月 日 

排水免除 人工着色  

受付印 起 案 日 決 裁 日 確認番号 管理番号 
 

• ・ 
 

• ・   

受付 料金担当 係長 係長 課長補佐 課長 

      

申 請 者 住所 

氏名 ㊞ 

設  置  場  所  

使 用 者  

指 定 工 事 店  

使 用 水 区 分 水道水 その他（ ） 

使  用  目  的 １   排水設備設置義務免除 ２   りんごの人工着色 

量
水
器
関
係 

局 設 メ ー タ ー 私   設   メ   ー   タ   ー 

口径 ㎜ 

番号 

使用者 

口径 ㎜ 

製造番号 

有効期限 

メーカー 

 

開始・廃止年月日 管理番号 私設メーター取付時指針 

年 月 日 － －  
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付近見取図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平   面   図 

（裏） 


